
第２章 据 付

第 １ 条 芯出し

工事は承諾図面に従い施工するもので、構造物の出来形を測量しそれにより、基

準線、芯出し方法を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。据付にあたっ

ては機器すべての水平、垂直、芯出しに十分注意して正確に行わなければならない。

第 ２ 条 据付調整

据付に使用するライナ－は全て機械切りした良質新品とする。芯出しに使用した

金くさびは最終的に全てライナ－と取り替えてライナ－を重ねた物については溶接

しモルタル仕上げを施さなければならない。

第 ３ 条 コンクリート打設

基礎コンクリ－ト打設時には内部にシンダ－コンクリ－ト等の異物を埋込まない

よう注意しなければならない。

又、必要に応じ、基礎内部に鉄筋、形鋼等を配さなければならない。

第 ４ 条 独立基礎

地面よりの独立基礎の場合は別に施工承諾書を提出し、本府の承諾を受けてから

施工しなければならない。

第 ５ 条 据付基準線

機器据付に当たり、使用した据付基準線は、工事完了後も、維持管理、補修、増

設等に利用することができるように、竣工後も確認、使用が容易な場所へ打ち直す

事。又、完成図書にも明記しなければならない。
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